
一般廃棄物とは 

○廃棄物とは 

廃棄物の取扱いについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和

45 年法律第 137 号。以下「廃棄物処理法」という。）で規定されています。

廃棄物処理法では、「廃棄物」とは、占有者自ら利用し、また他人に有償売

却できないため不要になった固形状又は液状のものをいい、「産業廃棄物」

と「一般廃棄物」に区分されます。 

 なお、次のものは廃棄物処理法の対象とはなりません。 

  ア 港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するも

の。  

イ 漁業活動に伴って魚網にかかった水産動植物等であって、当該漁業活

動を行った現場付近において排出したもの。  

ウ 土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの。 

 

○ 一般廃棄物とは 

  一般廃棄物とは、家庭から排出される廃棄物と、事業活動に伴って発生す

るごみのうち産業廃棄物以外のごみ（事務所・商店などから排出される紙ご

み、飲食店から排出される生ごみなど）をいいます。 

  例えば、企業の事務所から出る壊れたパソコンは産業廃棄物、家庭から出

た場合は一般廃棄物です。 

  一般廃棄物は、さらに、「ごみ」と「し尿」に分かれます。 

 

○ 特別管理一般廃棄物 

爆発性、毒性、感染性等人の健康又は生活環境に被害が生ずるおそれのあ 

る一般廃棄物のうち政令で定めるものをいいます。 

 

○ 産業廃棄物 

  産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥な

ど廃棄物処理法で定められた 20 種類のものをいいます。 

 

○ 特別管理産業廃棄物 

爆発性、毒性、感染性等人の健康又は生活環境に被害が生ずるおそれのあ 

る産業廃棄物をいいます。 

 
 



                         可燃物（紙くず、生ごみ）  
             生活系ごみ       不燃・燃焼不適物  
      ごみ                       （金属、ガラス等） 
                         資源ごみ（空き缶、空きビン等） 
             事業系ごみ       粗大ゴミ（家具等）     
      し尿 
  
     特別管理一般廃棄物 
    （一般廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性その他の人の健康又は生活環境に

係る被害を生じるおそれがある症状を有するもの） 
 

1  燃えがら（石炭灰等） 
2  汚でい（工場廃水処理や製品の製造工程、建設工事等） 
3  廃油 
4  廃酸（有機性・無機性に関わらず、アルカリ性の液体） 
5  廃アルカリ（有機性・無機性に関わらず、アルカリ性の液体） 
6  ゴムくず 
7  金属くず（研磨くず、切削くず） 
8  ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 
9  鉱さい 
10  廃プラスチック類 
11  がれき類（工作物の新築・改装又は除去に伴って生じた不要物） 
12  建設業、紙加工品製造業、印刷物加工業等から出る紙くず 
13  建設業、木製品製造業、輸入木材卸売業等から出る木くず 
14  建設業、繊維工業から出る繊維くず 
15  食品製造業、医薬品・香料製造業から出る動植物性残さ 
16  畜産農業からでる動物の死体 
17  畜産農業からでる動物の死体 
18  指定された集じん施設によって集められたばいじん 
19  と畜場等から出る動物系不要固形物 
20  1～19 までの産業廃棄物を処分するために処理したもの 
 
特別管理産業廃棄物 
（産業廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性その他の人の健康又は生活環境

に関わる被害を生じるおそれがある症状を有するもの） 
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